
〈
進
行
台
本
Ｖ

故
安
倍
番
三
国
葬
儀

時
向
十
四
時
～
十
七
時

場
所
日
本
武
道
館

日
時
｜
－
０
｝
一
一
一
斗
九
月
二
十
六
日

九
月
二
十
六
日
（
仕
込
・
Ｔ
Ｒ
Ｈ
）

九
月
二
十
七
日
（
Ｒ
Ｈ
・
本
番
）

I

準備縞

準備縞Ⅱ

準備縞Ⅲ

準備縞Ⅳ

準備縞V

準備鵜Ⅵ

隼備稿Ⅵ

準備縞Ⅶ

準備縞Ⅷ

最路稿

2022，09，08

ZO22，09， IZ

2022，09， 13

2022.09. 14

2022， 09，20

2022.07､21

2022，09，2I＋

ZOZZ、09，23

2022，09，25

2022，09，26



時
間

－
０

集
合
・
リ
ハ
ー
サ
ル
・
開
場
準
備

５
０

８
時
測
分

８
時
㈹
分

９
時
伽
分

９
時
妬
分

８
時
卯
分

６
時
妬
分

皿
時
㈹
分

■
最
終
調
整

・
祭
壇
、
美
術
、
照
明
、
音
響
、
映
像
、
中
継

技
術
チ
ェ
ッ
ク
、

・
音
楽
隊
入
り
（
８
時
～
）

・
音
楽
隊
サ
ウ
ン
ド
チ
ェ
ッ
ク
（
８
時
㈹
分
～
）

■
内
閣
府
総
合
通
し
リ
ハ
ー
サ
ル
（
９
時
妬

分
～
的
時
妬
分
）

■
葬
儀
係
員
参
集

■
司
会
者
入
り

■
ご
供
花
搬
入

■
ご
供
花
設
置
完
了

■
ス
タ
ッ
フ
集
合
（
ム
ラ
ヤ
マ
）

■
養
生
撤
去

■
葬
儀
場
内
の
清
掃
、
椅
子
配
列
等
完
了

■
各
セ
ク
シ
ョ
ン
最
終
チ
ェ
ッ
ク

進
行

映
像

コ
メ
ン
ト

1



時
間

■
ア
リ
ー
ナ
北
側
祭
壇
上
部
に
御
遺
影

■
祭
壇
両
側
上
部
４
０
０
イ
ン
チ

ス
ク
リ
ー
ン

■
祭
壇
下
、
下
手
側
に
司
会
席

■
照
明

・
御
遺
影
タ
ッ
チ

・
祭
壇
効
果
照
明

■
中
継
技
術
各
カ
メ
ラ
ス
タ
ン
バ
イ

■
大
型
映
像
ス
タ
ン
バ
イ

■
音
響

・
ス
テ
ー
ジ
上

開
式
の
辞
用
マ
イ
ク
（
上
手
）

追
悼
の
辞
用
マ
イ
ク
（
セ
ン
タ
ー
）

・
司
会
用
マ
イ
ク

・
陰
ア
ナ
用
マ
イ
ク 進

行

映
像

コ
メ
ン
ト
ー

可

2



■■ﾛ■■■■

時
間

皿
時
卯
分
○
皿
時
叩
分
田
安
門
で
徒
歩
参
集
者

の
受
付
開
始

○
皿
時
㈹
分
よ
り
、
各
駐
車
場
か
ら
武

道
館
に
向
け
順
次
バ
ス
出
発

皿
時
卯
分

一
、
１
ノ

０
４
０
０

１
３

皿
時
㈹
分
一
■
係
員
配
置
完
了

皿
時
㈹
分

(11:00~

13:40)

■
場
内
に
は
、
Ｂ
Ｇ
Ｍ
が
流
れ
て
い
る

■
実
行
幹
事
会
（
乗
用
車
利
用
）
入
場

進
行開

場
・
葬
儀
参
列
者
入
場

ノ

映
像

曲目

月の光ベルガマスク組曲第3曲

ピアノソナタ第8番「悲槍」第2楽章

交己曲第9番「新世界より」第2楽章「家路」

トロイメライ

別れの曲

タイースの瞑想曲

アルルの女第2組曲 メヌエット

亡き王女のためのパヴァーヌ

歌劇「カヴァレリア・ルステイカーナ」

精霊の踊り

ラクリモーサ

交唇曲第6番「田園」

曲目

月の光ベルガマスク組曲第3曲

ピアノソナタ第8番「悲槍」第2楽章

交己曲第9番「新世界より」第2楽章「家路」

トロイメライ

別れの曲

タイースの瞑想曲

アルルの女第2組曲 メヌエット

亡き王女のためのパヴァーヌ

歌劇「カヴァレリア・ルステイカーナ」

精霊の踊り

ラクリモーサ

交唇曲第6番「田園」

演奏時間

512

456

13“

257

438

603

405

707

327

644

257

909

演奏時間

512

456

13“

257

438

603

405

707

327

644

257

909

四ドピュッシー

囮ベートーベン
国ドヴｫﾙザｰｸ
囚|ｼﾕｰﾏﾝ
囿ショパン
囮|ジｭｰﾙ･マスネ
回|ジｮﾙジｭ･ピゼー
囮モーリス･ラウェル
四|ﾏｽｶｰﾆ
回|グﾙﾂｸ
回ﾓｰﾂｧﾙﾄ
閥ベートーベン

四ドピュッシー

囮ベートーベン
国ドヴｫﾙザｰｸ
囚|ｼﾕｰﾏﾝ
囿ショパン
囮|ジｭｰﾙ･マスネ
回|ジｮﾙジｭ･ピゼー
囮モーリス･ラウェル
四|ﾏｽｶｰﾆ
回|グﾙﾂｸ
回ﾓｰﾂｧﾙﾄ
閥ベートーベン

コ
メ
ン
ト

■
■■
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時
間
時
間

岨
時
叩
分

岨
時
㈹
分

吃
時
叩
分

旭
時
㈹
分

吃
時
加
分

○
内
閣
府
政
務
官
到
着

（
正
面
玄
関
↓
北
玄
関
↓
先
導
リ
ハ
↓
Ｂ
１
階
葬

儀
委
員
控
室
へ
）

○
鈴
木
政
務
官
案
内
”
水
谷
（
官
邸
）

○
自
見
政
務
官
案
内
率
桑
原
（
賞
勲
）

○
中
野
政
務
官
案
内
唖
伊
藤
（
沖
振
）

○
法
制
局
長
官
到
着

（
正
面
玄
関
↓
北
玄
関
↓
先
導
リ
ハ
↓
Ｂ
１

階
葬
儀
委
員
控
室
へ
）

○
法
制
局
長
官
案
内
》
市
原
（
経
研
）

○
内
閣
府
副
大
臣
到
着

（
正
面
玄
関
↓
北
玄
関
↓
先
導
リ
ハ
↓
Ｂ
１
階
葬

儀
委
員
控
室
へ
）

○
藤
丸
副
大
臣
案
内
恥
小
池
（
総
務
）

○
星
野
副
大
臣
案
内
”
飯
島
（
企
調
）

○
和
田
副
大
臣
案
内
”
下
村
（
沖
政
）

○
官
房
副
長
官
到
着

（
正
面
玄
関
↓
北
玄
関
↓
先
導
リ
ハ
↓
Ｂ
１
階
葬

儀
委
員
控
室
へ
）

○
衆
副
長
官
案
内
”
渡
辺
（
会
計
）

○
参
副
長
官
案
内
》
伊
東
（
内
総
）

○
事
副
長
官
案
内
唾
田
原
（
総
務
）

○
葬
儀
委
員
（
国
務
大
臣
）
到
着

（
正
面
玄
関
↓
（
Ｂ
１
階
葬
儀
委
員
控
室
↓
）
ア

リ
ー
ナ
席
へ
）

○
葬
儀
委
員
（
大
臣
）
案
内
§
Ｐ

進
行

映
像

コ
メ
ン
ー
卜
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》

階

１

，

‐

‐

Ⅲ

！

、

‐

！

‐

。

⑱

叩

ゴ

叫

叩

宇

獣

蝿

’

ｆ

Ⅱ

恥

棚

‐

Ｌ

ｒ

‐

Ｐ

腕

‐

副

靭
鄙
驚
迩
嬰
謹
鋼
識
謝
鰯
舗
輯
認
画
圏
園
用
昇
‐
剖
鬮
鯛
謁
潤

■
定
刻
に
な
り
、
朝
倉
係
員
の
合
図
が

あ
っ
た
ら

○
場
内
放
送
は
島
田
彩
夏
氏
が
行
う

進
行場

内
ア
ナ
ウ
ン
ス

由

稲

映
像

○
１
１
叩
３
０
（
合
図
出
し
叩
朝
倉
）

場
内
参
列
者
の
皆
様
に
前
も
っ
て
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

は
じ
め
に
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
防
止
に
関
す
る
御

協
力
に
つ
き
ま
し
て
、
お
願
い
を
申
し
上
げ
ま
す
。

飛
沫
感
染
防
止
の
た
め
、
葬
儀
進
行
中
も
含
め
、
常
に
マ
ス

ク
を
御
着
用
い
た
だ
き
、
会
話
は
お
控
え
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
、

お
願
い
い
た
し
ま
す
。

本
日
、
場
内
参
列
者
の
皆
様
は
、
全
て
指
定
席
と
な
っ
て
お

り
ま
す
。
お
席
は
移
動
し
な
い
よ
う
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

手
洗
い
所
等
を
ご
利
用
の
際
は
、
他
の
参
列
者
と
の
間
隔
を

十
分
に
空
け
て
御
移
動
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

コ
メ
ン
ト

5



一

時

間

進

行

映
像

場
内
に
は
「
救
護
所
」
を
設
け
て
あ
り
ま
す
の
で
、
御
気
分

が
悪
い
方
は
、
御
遠
慮
な
く
、
係
員
に
お
申
し
出
く
だ
さ
い
。

な
お
、
万
一
、
発
熱
や
咳
、
の
ど
の
痛
み
な
ど
の
症
状
が
あ
る

方
は
、
そ
の
旨
、
お
申
し
出
願
い
ま
す
。

尚
、
場
内
に
は
各
階
廊
下
に
給
水
施
設
を
設
け
て
お
り
ま
す
の

で
、
ご
利
用
下
さ
い
。

入
場
時
に
お
配
り
し
た
記
章
は
、
常
時
身
に
着
け
て
い
た
だ

き
、
上
着
を
脱
い
だ
場
合
な
ど
に
も
改
め
て
身
に
つ
け
直
し
て

い
た
だ
き
ま
す
よ
う
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

次
に
、
携
帯
電
話
・
ス
マ
ー
ト
フ
オ
ン
に
つ
い
て
申
し
上
げ

ま
す
。
葬
儀
進
行
中
は
、
式
場
内
で
の
携
帯
電
話
・
ス
マ
ー
ト

フ
ォ
ン
で
の
通
話
、
写
真
撮
影
、
録
音
録
画
等
は
、
か
た
く
お

断
り
い
た
し
ま
す
。

ま
た
、
葬
儀
進
行
中
は
マ
ナ
ー
モ
ー
ド
に
す
る
か
、

コ
メ
ン
ト

6



一
■
日

一

時

間

進

行

映
像

予
め
電
源
を
切
る
な
ど
の
ご
対
応
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

式
場
内
及
び
式
場
周
辺
は
禁
煙
と
な
っ
て
お
り
ま
す
の
で
御

協
力
く
だ
さ
い
。

最
後
に
な
り
ま
す
が
、
退
場
方
法
に
つ
い
て
御
説
明
い
た
し

場
内
参
列
者
の
皆
様
に
は
、
献
花
を
行
っ
て
い
た
だ
い
た
後

（
の
ち
）
、
御
退
場
い
た
だ
き
ま
す
が
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

感
染
防
止
の
た
め
、
混
み
合
わ
な
い
よ
う
、
順
番
に
御
案
内
い

お
近
く
の
係
員
が
御
案
内
い
た
し
ま
す
の
で
、
御
案
内
ま
で
、

御
着
席
の
ま
ま
お
待
ち
く
だ
さ
い
。

御
退
場
に
際
し
ま
し
て
は
、
周
囲
の
方
と
間
隔
を
空
け
、
密

集
防
止
に
御
協
力
く
だ
さ
い
。

ま
す
。

た
し
ま
す
。

コ
メ
ン
ト

”
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一
時
間

廻
時
妬
分
一
■
会
場
受
付
終
了

○
皿
時
卵
分
御
遺
族
関
係
者
「
安
倍

邸
」
集
合
、
受
付

進
行、

ｌ
〆

映
像

御
不
便
を
お
か
け
し
ま
す
が
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染〃

防
止
の
た
め
、
皆
様
の
御
理
解
、
御
協
力
を
お
願
い
申
し
上
げ

ま
た
、
お
配
り
し
た
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
に
つ
き
ま
し
て
は
、

持
ち
帰
ら
ず
に
、
献
花
に
向
か
わ
れ
る
際
、
座
席
の
下
に

置
い
て
御
移
動
く
だ
さ
い
。

お
時
間
ま
で
ご
着
席
の
ま
ま
、
今
し
ば
ら
く

お
待
ち
く
だ
さ
い
。

ま
す
。

○
１
２
ｍ
３
０
（
合
図
出
し
叩
朝
倉
）

（
定
刻
に
な
り
、
朝
倉
係
員
の
合
図
が
あ
っ
た
ら
）

※
、
皿
訓
と
同
じ
内
容
の
場
内
放
送
を
行
う

○
１
３
”
３
０
（
合
図
出
し
叩
朝
倉
）

（
定
刻
に
な
り
、
朝
倉
係
員
の
合
図
が
あ
っ
た
ら
）

※
哩
亜
鋤
と
同
じ
内
容
の
場
内
放
送
を
行
う

8

コ
メ
ン
ー
ｒ

8

渋
谷
区
富
ヶ
谷
の
安
倍
邸
へ

○
松
野
葬
儀
副
委
員
長
が
お
迎
え

○
葬
列
は
安
倍
邸
地
下
駐
車
場
等
で
整
列

○
松
野
葬
儀
副
委
員
長
の
御
先
導
で
御
遺

骨
が
枢
車
に
向
か
う

※
田
和
葬
儀
委
員
（
内
閣
府
事
務
次
官
）
及

び
係
員
（
佐
々
木
（
迎
賓
）
）
が
同
行

■
⑬
時
加
分

御
遺
骨
（
枢
車
）
安
倍
邸
を
出
発

○
儀
じ
よ
う
隊
敬
礼

○
奏
楽
な
し



時
間
一

旧
時
加
分

13 13

時時
20 20

分分

旧
時
別
分

咀
時
四
分

脇
時
加
分

圃
時
溺
分

○
衆
参
議
長
、
最
高
裁
長
官
到
着

（
北
玄
関
↓
Ｂ
１
階
控
室
↓
ア
リ
ー
ナ
席
へ
）

○
衆
議
院
議
長
案
内
雑
中
嶋
（
総
務
）

○
参
議
院
議
長
案
内
酢
矢
作
（
人
事
）

○
最
高
裁
長
官
案
内
》
由
布
（
会
計
）

○
友
人
代
表
（
管
義
偉
氏
）
到
着

（
正
面
玄
関
↓
ア
リ
ー
ナ
席
へ
）

○
友
人
代
表
先
導
恥
水
田
参
事
官

○
皇
族
先
導
役
の
葬
儀
委
員
（
官
房
副
長
官

内
閣
府
副
大
臣
、
内
閣
府
政
務
官
、
法
制

局
長
官
）
は
、
皇
族
お
出
迎
え
の
た
め
控
室

を
出
発
し
、
正
面
玄
関
に
向
か
う

（
Ｂ
１
階
控
室
↓
北
玄
関
）

○
各
葬
儀
委
員
の
先
導
係
員
が
案
内

○
岸
田
葬
儀
委
員
長
到
着

（
北
玄
関
↓
Ｂ
１
階
控
室
へ
）

○
総
理
案
内
函
大
塚
内
閣
府
審
議
官

（
先
行
”
遠
藤
（
内
総
）
）

○
元
内
閣
総
理
大
臣
を
控
室
か
ら
会
場
へ

移
動
○
国
務
大
臣
控
室
か
ら
会
場
へ
移
動

■
国
葬
儀
場
参
列
者
着
席
完
了

進
行

映
像

コ
メ
ン
ト

9



時
間

旧
時
卯
分

○
（
高
円
宮
）
憲
仁
親
王
妃
久
子
殿
下
、
承

子
女
王
殿
下
御
到
着

自
見
葬
儀
委
員
（
内
閣
府
政
務
官
又
中
野

葬
儀
委
員
（
内
閣
府
政
務
官
）
が
お
出
迎
え

自
見
政
務
官
の
先
導
に
よ
り
御
休
所
へ

（
北
玄
関
↓
Ｂ
１
階
御
休
所
）

○
自
見
葬
儀
委
員
先
導
”
桑
原
（
賞
勲
）

○
中
野
葬
儀
委
員
先
導
”
伊
藤
（
沖
振
）

お
出
迎
え
後
、
中
野
政
務
官
は
ア
リ
ー
ナ
席

の
自
席
へ

御
休
所
へ
御
案
内
後
、
自
見
政
務
官
は
ア

リ
ー
ナ
席
の
自
席
へ

○
（
三
笠
宮
）
彬
子
女
王
殿
下
御
到
着

和
田
葬
儀
委
員
（
内
閣
府
副
大
臣
）
が
お
出

迎
え
し
御
休
所
へ

（
北
玄
関
↓
Ｂ
１
階
御
休
所
）

御
休
所
へ
御
案
内
後
、
副
大
臣
は
ア
リ
ー
ナ

席
の
自
席
へ

○
和
田
葬
儀
委
員
先
導
》
下
村
（
沖
政
）

○
（
三
笠
宮
〉
寛
仁
親
王
妃
信
子
殿
下
御

到
着
星
野
葬
儀
委
員
（
内
閣
府
副
大
臣
）
が
お
出

迎
え
し
御
休
所
へ

（
北
玄
関
↓
Ｂ
１
階
御
休
所
）

御
休
所
へ
御
案
内
後
、
副
大
臣
は
ア
リ
ー
ナ

席
の
自
席
へ

○
星
野
葬
儀
委
員
先
導
》
飯
島
（
企
調
）

進
行

＝ニーニ

映
像

コ
メ
ン
ト
ー

10



蝿
時
弼
分

過
時
蛇
分

蝸
時
“
分

時
間

○
（
秋
篠
宮
）
佳
子
内
親
王
殿
下
御
到
着

藤
丸
葬
儀
委
員
（
内
閣
府
副
大
臣
）
が
お
出

迎
え
し
御
休
所
へ

（
北
玄
関
↓
Ｂ
１
階
御
休
所
）

御
休
所
へ
御
案
内
後
、
副
大
臣
は
ア
リ
ー
ナ

席
の
自
席
へ

○
藤
丸
葬
儀
委
員
先
導
”
小
池
（
総
務
）

○
秋
篠
宮
皇
嗣
同
妃
両
殿
下
御
到
着

栗
生
葬
儀
委
員
（
副
長
官
）
が
お
出
迎
え
し

御
休
所
へ

（
北
玄
関
↓
Ｂ
１
階
御
休
所
）

副
長
官
は
、
御
休
所
前
付
近
で
待
機

○
栗
生
葬
儀
委
員
先
導
”
田
原
（
総
務
）

○
上
皇
使
、
上
皇
后
宮
使
御
到
着

磯
崎
葬
儀
委
員
（
副
長
官
×
鈴
木
葬
儀
委

員
（
内
閣
府
政
務
官
）
が
お
出
迎
え
し
御
休

所
へ

（
北
玄
関
↓
Ｂ
１
階
御
休
所
）

副
長
官
は
、
御
休
所
前
付
近
で
待
機

○
磯
嫡
葬
儀
委
員
先
導
皿
伊
東
（
内
総
）

○
鈴
木
葬
儀
委
員
先
導
卵
水
谷
（
官
邸
）

『

進
行

コ
メ
ン
ト
ー

伊

l1



旧
時
妬
分

時
間

○
勅
使
、
皇
后
宮
使
御
到
着

木
原
葬
儀
委
員
（
副
長
官
）
、
近
藤
葬
儀
委

員
（
法
制
局
長
官
）
が
お
出
迎
え
し
御
休
所
へ

（
北
玄
関
↓
Ｂ
１
階
御
休
所
）

副
長
官
は
、
御
休
所
前
付
近
で
待
機

○
木
原
葬
儀
委
員
先
導
叩
渡
辺
（
会
計
）

○
近
藤
葬
儀
委
員
先
導
皿
市
原
（
経
研
）

進
行

映
嶢

コ
メ
ン
ト
ー

12



’ 時
間

咽
時
㈹
分

(13 4m ）

○
定
刻
に
な
っ
た
ら
、
朝
倉
係
員
は
司
会

に
合
図

○
定
刻
に
な
っ
た
ら
、
ム
ラ
ヤ
マ
ス
タ
ッ
フ

は
ド
ア
を
閉
め
る

■
ス
ク
リ
ー
ン
に
ラ
イ
ブ
映
像

■
司
会
（
島
田
氏
）
、
下
手
司
会
台
、

司
会
用
マ
イ
ク
に
て

進
行式

次
第
概
要
説
明

二二二

映
像

| ｜

’口
Now, fbrEnghsh,useyourheadset.

PutonyourearphonesfbrEnghsh.ourearphonesfbrEnghsh.Putony
島
田Ｉ

（
定
刻
に
な
り
、
朝
倉
係
員
の
合
図
が
あ
っ
た
ら
）

御
来
場
の
皆
様
に
本
日
の
式
次
第
に
つ
い
て

御
説
明
申
し
上
げ
ま
す
。

‐
由
Ｖ

本
日
、
「
故
安
倍
（
あ
く
）
晋
三
（
し
ん
ぞ
う
）

国
葬
儀
」
の
司
会
進
行
を

務
め
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま
し
た
、

ア
ナ
ウ
ン
サ
ー
の
島
田
彩
夏
で
ご
ざ
い
ま
す
。

よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

コ
メ
ン
ト

13



時
間

進
行

映
像

二＝

島
田
ま
ず
、
正
面
の
式
壇
に
つ
い
て
簡
単
に
ご
説
明

い
た
し
ま
す
。

こ
の
式
壇
は
、
故
人
が
、
「
常
に
闘
う
政
治
家
で
あ
り
た
い
」

と
の
揺
る
ぎ
な
い
信
念
の
も
と
、
国
家
・
国
民
の
た
め
で

あ
れ
ば
、
い
か
な
る
批
判
を
も
恐
れ
ず
、

た
だ
ひ
た
す
ら
に
行
動
し
て
き
た
、

そ
の
政
治
家
と
し
て
の
軌
跡
を
、
ご
遺
影
へ
と
真
っ
直
ぐ
に

伸
び
て
い
く
生
花
の
道
で
表
現
し
て
い
ま
す
。

ま
わ
り
を
彩
る
花
々
は
、
左
右
に
広
く
伸
び
た
裾
野
と
と
も
に
、

そ
の
頂
に
う
っ
す
ら
と
雪
化
粧
を
ほ
ど
こ
し
た
、

美
し
い
日
本
の
山
々
を
か
た
ど
っ
て
い
ま
す
。

日
本
各
地
、
四
季
が
織
り
な
す
自
然
の
美
し
さ
を
愛
し
、

と
り
わ
け
我
が
国
が
誇
る
富
士
山
の
雄
大
な
姿
を
こ
よ
な
く

愛
し
た
、
故
人
の
思
い
を
、
シ
ン
プ
ル
で
堂
々
と
し
た

式
壇
で
表
現
い
た
し
ま
し
た
。 コ

メ
ン
ト

14



時
間

進
行

映
像

島
田
そ
れ
で
は
、
式
の
説
明
に
移
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

御
遺
骨
は
、
安
倍
邸
を
午
後
１
時
別
分
に
出
発
さ
れ
、

こ
の
国
葬
儀
場
に
向
か
わ
れ
て
お
り
、

国
葬
儀
場
正
面
玄
関
に
御
到
着
に
な
り
ま
す
。

そ
し
て
、
そ
の
式
壇
の
中
に
は
、
御
遺
骨
と
共
に
、

初
当
選
以
来
調
年
間
に
わ
た
り
衆
議
院
議
員
を
務
め
て
き
た

故
人
が
着
用
さ
れ
て
お
り
ま
し
た
議
員
バ
ッ
ジ
と
、

拉
致
被
害
者
の
皆
さ
ん
を
必
ず
や
救
出
す
る
と
の
強
い
決
意
と

共
に
、
生
前
、
故
人
が
身
に
つ
け
て
お
ら
れ
ま
し
た

ブ
ル
ー
リ
ボ
ン
バ
ッ
ジ
が
、
安
置
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

御
到
着
と
同
時
に
四
発
の
弔
砲
が
発
射
さ
れ
、

儀
（
ぎ
）
じ
よ
う
隊
（
た
い
）
の
敬
礼
を
も
っ
て
お
迎
え
し
、

儀
じ
よ
う
隊
長
の
先
導
に
よ
り
、
岸
田
（
き
し
だ
）

葬
儀
委
員
長
に
続
き
、
御
遺
骨
は
、
喪
主
で
あ
る

安
倍
（
あ
く
）
昭
恵
（
あ
き
え
）
様
の
胸
に
抱
（
い
だ
）
か
れ
て
、

中
央
通
路
か
ら
式
壇
に
向
か
っ
て
入
場
さ
れ
ま
す
。

コ
メ
ン
ト

15



時
間

進
行

映
像

島
田
そ
の
後
（
の
ち
）
、
御
遺
骨
は
儀
じ
よ
う
隊
員
の
手
に

よ
っ
て
式
壇
に
安
置
さ
れ
ま
す
。

御
遺
骨
が
式
壇
に
安
置
さ
れ
ま
し
て
か
ら
、

秋
篠
宮
皇
嗣
（
こ
う
し
）
同
妃
両
殿
下
、

佳
子
（
か
こ
）
内
親
王
殿
下
、

寛
仁
（
と
も
ひ
と
）
親
王
妃
信
子
（
の
ぶ
こ
）
殿
下
、

彬
子
（
あ
き
こ
）
女
王
殿
下
、

憲
仁
（
の
り
ひ
と
）
親
王
妃
久
子
（
ひ
さ
こ
）
殿
下
、

承
子
（
つ
ぐ
こ
）
女
王
殿
下
が
、
御
臨
席
に
な
ら
れ
ま
す
。

続
い
て
、
上
皇
使
（
じ
よ
う
こ
う
し
）
及
び
、

上
皇
后
宮
使
（
じ
よ
う
こ
う
ご
う
ぐ
う
し
）
、

並
び
に
勅
使
（
ち
よ
く
し
）
、

及
び
皇
后
宮
使
（
こ
う
ご
う
ぐ
う
し
）
が

御
臨
席
に
な
ら
れ
ま
す
。

B

コ
メ
ン
ト
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時
間

進
行

映
像

松
野
（
ま
つ
の
）
葬
儀
副
委
員
長
の
「
開
式
の
辞
」
の
あ
と
、

国
歌
演
奏
が
ご
ざ
い
ま
す
。

国
歌
は
歌
わ
ず
ご
清
聴
く
だ
さ
い
。

儀
じ
よ
う
隊
が
入
場
し
、
１
分
間
の
黙
と
う
を
捧
げ
ま
す
。

黙
と
う
に
続
き
、
故
人
を
し
の
ん
で
生
前
の
お
姿
を

式
壇
左
右
の
ス
ク
リ
ー
ン
に
お
映
し
致
し
ま
す
。

そ
の
後
（
の
ち
）
、
岸
田
（
き
し
だ
）
葬
儀
委
員
長
と

細
田
（
ほ
そ
だ
）
衆
議
院
議
長
、

尾
辻
（
お
つ
じ
）
参
議
院
議
長
、

戸
倉
（
と
く
ら
）
最
高
裁
判
所
長
官
、

友
人
代
表
の
菅
（
す
が
）
義
偉
（
よ
し
ひ
で
）
様
よ
り

「
追
悼
の
辞
」
が
ご
ざ
い
ま
す
。

続
い
て
、
勅
使
（
ち
よ
く
し
）
、

皇
后
宮
使
（
こ
う
ご
う
ぐ
う
し
）
、

上
皇
使
（
じ
よ
う
こ
う
し
）
及
び
、
上
皇
后
宮
使

（
じ
よ
う
こ
う
ご
う
ぐ
う
し
）
の
御
拝
礼
が
ご
ざ
い
ま
す
。

コ
メ
ン
ト

17



｜
時
間’

進
行

映
像

島
田
そ
の
後
（
の
ち
）

秋
篠
宮
皇
嗣
（
こ
う
し
）
同
妃
両
殿
下
、

佳
子
（
か
こ
）
内
親
王
殿
下
、

寛
仁
（
と
も
ひ
と
）
親
王
妃
信
子
（
の
ぶ
こ
）
殿
下
、

彬
子
（
あ
き
こ
）
女
王
殿
下
、

憲
仁
（
の
り
ひ
と
）
親
王
妃
久
子
（
ひ
さ
こ
）
殿
下
、

承
子
（
つ
ぐ
こ
）
女
王
殿
下
の
御
供
花
が
ご
ざ
い
ま
す
。

コ
メ
ン
ト

18



時
間

､

進
行

「

｝

ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ヨ

映
像

島
田
そ
の
後
（
の
ち
）
、
葬
儀
委
員
長
、
喪
主
、
御
遺
族
、

衆
議
院
議
長
、
参
議
院
議
長
、
最
高
裁
判
所
長
官
、

友
人
代
表
、
歴
代
の
総
理
大
臣
、
衆
・
参
議
長
、

最
高
裁
長
官
、
海
外
か
ら
の
参
列
者
等
の
皆
様
か
ら
の

献
花
（
け
ん
か
）
が
ご
ざ
い
ま
す
。

コ
メ
ン
ト

■
19



時
間

進
行

映
像

島
田
引
き
続
き

場
内
の
皆
様
方
か
ら
の
献
花
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

献
花
の
際
に
は
、
係
員
が
御
案
内
い
た
し
ま
す
の
で
、

順
次
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

献
花
が
お
済
み
に
な
ら
れ
た
後
（
あ
と
）
は
、

係
員
の
誘
導
に
従
い
、
そ
れ
ぞ
れ
左
右
の

ス
ロ
ー
プ
を
降
り
て
、
御
退
場
願
い
ま
す
。

以
上
、
式
の
進
行
に
つ
い
て
御
説
明
申
し
上
げ
ま
し
た
。

尚
、
何
度
か
御
起
立
い
た
だ
く
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、

ご
起
立
が
困
難
な
方
は
、
ご
着
席
の
ま
ま
で
結
構
で
す
。

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
防
止
の
た
め
、
式
の
間
は

常
に
マ
ス
ク
を
御
着
用
く
だ
さ
い
。

コ
メ
ン
ト

20



聡
時
別
分

唱
時
艶
分

時
間

○
岸
田
葬
儀
委
員
長
、
森
葬
儀
委
員
、

葬
儀
実
行
幹
事
（
藤
井
、
原
、
松
田
、
出

口
、
中
田
）
は
御
遺
骨
を
迎
え
る
た
め
控

室
を
出
発
し
、
正
面
玄
関
に
向
か
う

（
Ｂ
１
控
室
↓
正
面
玄
関
）

○
総
理
案
内
”
大
塚
内
閣
府
審
議
官

※
開
式
前
に
御
供
花
用
の
花
等
を
セ
ン

タ
ー
ス
ロ
ー
プ
下
手
側
に
セ
ッ
ト

○
三
権
の
長
を
控
室
か
ら
会
場
へ
移
動

進
行

映
像

島
田
ま
た
、
葬
儀
中
、
開
式
の
辞
及
び
追
悼
の
辞
を

読
み
上
げ
る
方
々
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、

読
み
上
げ
る
際
に
マ
ス
ク
を
外
す
こ
と
と
し
て

お
り
ま
す
の
で
、
予
（
あ
ら
か
じ
）
め
御
承
知
置
き

い
た
だ
き
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

国
葬
儀
を
厳
粛
に
執
り
行
う
た
め
、

葬
儀
進
行
中
は
マ
ナ
ー
モ
ー
ド
に
す
る
か
、

予
め
電
源
を
切
る
な
ど
の
ご
対
応
を
お
願
い
い
た
し
ま
す

コ
メ
ン
ト

21



時
間御

遺
骨
到
着

○
御
遺
族
岸
信
夫
氏
は
、
車
椅
子
の
た

め
、
北
玄
関
に
あ
る
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
で
Ｂ
２

階
会
場
に
向
か
う

○
車
椅
子
担
当
恥
岡
田
（
総
務
）

○
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
確
保
》
秋
吉
（
総
務
）

○
近
藤
係
員
は
、
枢
車
が
正
面
玄
関
に

到
着
し
た
ら
、
そ
の
旨
を
朝
倉
係
員
に

伝
達
○
近
藤
係
員
の
伝
達
が
あ
っ
た
ら
、
朝
倉

係
員
は
司
会
に
合
図 進

行

※
禍
時
弱
分
～
釘
分
到
藩
予
定

分
～
釘
分
到
藩
予
定

映
像

（
朝
倉
係
員
の
合
図
が
あ
っ
た
ら
）

島
田
「
た
だ
い
ま
、
御
遺
骨
が
正
面
玄
関
に
御
到
着
に

な
り
ま
し
た
。
」

コ
メ
ン
ー
ｒ

22

場
外

■
御
遺
骨
（
枢
車
）
葬
儀
場
正
面
到
着

（
岸
田
葬
儀
委
員
長
、
森
葬
儀
委
員
、

藤
井
実
行
幹
事
、
正
面
玄
関
に
て
御

遺
骨
出
迎
え
）

■
儀
じ
よ
う
隊
長
、
葬
儀
委
員
長
、
喪

主
（
安
倍
昭
恵
氏
）
、
御
遺
族
、
葬
儀
委

員
、
藤
井
実
行
幹
事
の
順
で
、
会
場
に

向
か
う

（
正
面
玄
関
↓
階
段
↓
Ｂ
２
階
会
場
）

場
外
■
儀
じ
よ
う
隊
敬
礼

■
奏
楽（
須
摩
洋
朔
）
作
曲

（
「
悲
し
み
の
譜
」
）
（
約
５
分
）

陸
上
自
衛
隊
中
央
音
楽
隊

P



時
間

腔
時
㈹
分

○
Ｂ
２
階
ア
リ
ー
ナ
入
口
手
前
で
葬
列
を
整

え
る
（
御
遺
族
岸
信
夫
氏
の
到
着
を
待
つ
）

○
葬
列
の
整
理
碗
岡
田
、
渡
邊
、
田
中
、
岩
尾

○
渡
邊
係
員
は
、
葬
列
が
ア
リ
ー
ナ
入
口
に

到
着
し
た
ら
、
そ
の
旨
を
朝
倉
係
員
に
伝
達

す
る

○
御
遺
族
岸
氏
が
１
階
か
ら
Ｅ
Ｖ
に
乗
り
込

ん
だ
ら
信
子
殿
下
御
休
所
御
発

○
信
子
殿
下
が
Ｅ
Ｖ
に
乗
り
込
ん
だ
ら
皇
族

御
休
所
御
発

○
小
池
係
員
の
伝
達
が
あ
っ
た
ら
、
飯
島
係

員
は
宮
内
庁
宮
務
官
に
皇
族
各
殿
下
の
御

出
発
を
促
す

○
渡
邊
係
員
の
伝
達
が
あ
っ
た
ら
、
朝
倉
係

員
は
司
会
に
合
図

○
「
御
起
立
願
い
ま
す
』
の
発
声
後
（
念
の
た
め

朝
倉
係
員
か
ら
渡
邊
係
員
に
伝
達
）
、
渡
邊

係
員
は
、
ム
ラ
ヤ
マ
ス
タ
ッ
フ
に
ド
ア
を
開
け
る

よ
う
合
図

○
ム
ラ
ヤ
マ
ス
タ
ッ
フ
は
、
ド
ア
を
開
け
る

○
参
列
者
全
員
起
立

■
ド
ア
が
開
い
た
ら
照
明
ス
ポ
ッ
ト
を
当
て
る

■
ス
ポ
ッ
ト
が
当
た
っ
た
ら
奏
楽
開
始

■
儀
じ
よ
う
隊
長
、
葬
儀
委
員
長
、
喪
主
、

御
遺
族
、
葬
儀
副
委
員
長
、
葬
儀
委
員
、
葬

儀
実
行
幹
事
の
順
で
、
葬
列
中
央
式
壇
に
向

か
う
。

○
葬
列
が
中
央
式
壇
に
向
か
い
始
め
た
ら
、

渡
邊
係
員
は
そ
の
旨
を
先
導
係
に
伝
達
す
る

進
行

映
像

M

（
朝
倉
係
員
の
合
図
が
あ
っ
た
ら
）

「
御
起
立
願
い
ま
す
。
」 コ

メ
ン
ー
ト

23

奏
楽
開
始

○
奏
楽（「
慰
安
す
る
」
）

陸
上
自
衛
隊
中
央
音
楽
隊



時
間
○
枢
警
衛
隊
員
が
御
遺
骨
を
安
置
し
て
式

壇
を
下
り
始
め
た
ら
、
朝
倉
係
員
は
司
会
に

合
図
○
ム
ラ
ヤ
マ
ス
タ
ッ
フ
は
、
ド
ア
を
閉
め
る

■
御
遺
骨
は
、
喪
主
か
ら
葬
儀
委
員
長
が
受

け
、
葬
儀
委
員
長
か
ら
儀
じ
よ
う
隊
長
を
経

て
枢
警
衛
隊
員
に
よ
り
式
壇
に
安
置
さ
せ
る

○
司
会
の
『
お
席
に
御
移
動
願
い
ま
す
。
』
に

よ
り
、
葬
儀
委
員
長
、
喪
主
、
御
遺
族
、
葬
儀

副
委
員
長
、
葬
儀
委
員
、
葬
儀
実
行
幹
事
は

自
席
に
移
る

○
葬
儀
委
員
長
な
ど
が
自
席
に
移
っ
た
ら
、

朝
倉
係
員
は
司
会
に
合
図

■
儀
じ
よ
う
隊
長
が
退
場
し
、
奏
楽
が

終
わ
る

進
行

＆

仰
泌
蛉

M

（
朝
倉
係
員
の
合
図
が
あ
っ
た
ら
）

「
こ
の
後
、
ま
も
な
く
皇
族
各
殿
下
が
御
臨
席
に

な
ら
れ
ま
す
の
で
、
こ
の
ま
ま
、
お
待
ち
く
だ
さ
い
。
」

（
朝
倉
係
員
の
合
図
が
あ
っ
た
ら
）

「
葬
儀
委
員
長
、
御
遺
族
の
皆
様
、
葬
儀
副
委
員
長
、

葬
儀
実
行
幹
事
会
の
皆
様
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、

お
席
に
御
移
動
願
い
ま
す
。
」

I

コ
メ
ン
ト

24



Ｍ
時
呪
分

時
間

各
皇
族
御
臨
席

○
秋
篠
宮
皇
嗣
同
妃
両
殿
下
、
佳
子
内
親

王
殿
下
、
信
子
殿
下
、
彬
子
女
王
殿
下
、
久

子
殿
下
、
承
子
女
王
殿
下
御
休
所
御
発

（
↓
Ｂ
２
階
ア
リ
ー
ナ
入
口
前
で
待
機
）

栗
生
葬
儀
委
員
（
副
長
官
）
が
先
導
し
Ｂ
２

階
ア
リ
ー
ナ
入
口
前
へ

（
御
休
所
↓
階
段
↓
Ｂ
２
階
ア
リ
ー
ナ
入
口

冬
別
）

進
行

映
像

コ
メ
ン
ー
ト

25



・

皿
時
“
分

時
間

○
皇
嗣
同
妃
両
殿
下
、
佳
子
内
親
王
殿
下

信
子
殿
下
、
彬
子
女
王
殿
下
、
久
子
殿
下
、

承
子
殿
下
、
Ｂ
２
階
ア
リ
ー
ナ
入
口
前
で

整
列

進
行

コ
メ
ン
ト

〆

26



目＝

哩
時
砺
分

皿
時
“
分

時
間

0，

○
上
皇
使
、
上
皇
后
宮
使
御
休
所
御
発

磯
崎
葬
儀
委
員
（
副
長
官
）
が
先
導
し
会
場
へ

（
御
休
所
↓
階
段
↓
Ｂ
２
階
会
場
）

○
渡
邊
係
員
は
、
Ｂ
２
階
ア
リ
ー
ナ
入
口
前

で
皇
族
各
殿
下
の
列
が
整
っ
た
ら
、
そ
の
旨

を
朝
倉
係
員
に
伝
達

○
渡
邊
係
員
の
伝
達
が
あ
っ
た
ら
、
朝
倉
係

員
は
司
会
に
合
図

○
『
ご
臨
席
に
な
ら
れ
ま
す
」
の
発
声
と
と
も

に
（
念
の
た
め
、
朝
倉
係
員
か
ら
渡
邊
係
員
に

伝
達
）
、
渡
邊
係
員
の
合
図
で
ム
ラ
ヤ
マ
ス
タ
ッ

フ
は
ド
ア
を
開
け
る
（
皇
族
各
殿
下
入
場
後
、

ム
ラ
ヤ
マ
ス
タ
ッ
フ
は
ド
ア
を
閉
め
る
）

○
皇
嗣
殿
下
が
画
２
階
に
到
達
し
た
ら
、
田

原
係
員
は
そ
の
旨
伊
東
係
員
へ
連
絡
す
る

○
連
絡
を
受
け
た
伊
東
係
員
は
、
磯
崎
葬
儀

委
員
へ
出
発
の
合
図

進
行

映
像

島
田
「
秋
篠
宮
皇
嗣
（
こ
う
し
）
同
妃
両
殿
下
、

佳
子
（
か
こ
）
内
親
王
殿
下
、

寛
仁
（
と
も
ひ
と
）
親
王
妃
信
子
（
の
ぶ
こ
）
殿
下
、

彬
子
（
あ
き
こ
）
女
王
殿
下
、

憲
仁
（
の
り
ひ
と
）
親
王
妃
久
子
（
ひ
さ
こ
）
殿
下
、

承
子
（
つ
ぐ
こ
）
女
王
殿
下
が
、
御
臨
席
に
な
ら
れ
ま
す
。
」

（
朝
倉
係
員
の
合
図
が
あ
っ
た
ら
）

コ
メ
ン
ト

27



(14 06） Ｍ
時
鮪
分

Ｍ
時
妬
分

皿
時
妬
分

時
間

○
上
皇
使
、
上
皇
后
宮
使
が
ア
リ
ー
ナ
入
口

に
到
着
さ
れ
た
ら
、
伊
東
係
員
は
そ
の
旨
渡

辺
（
誠
）
係
員
へ
連
絡
す
る

○
連
絡
を
受
け
た
渡
辺
（
誠
）
係
員
は
、
木
原

葬
儀
委
員
へ
出
発
の
合
図

○
秋
篠
宮
皇
嗣
同
妃
両
殿
下
、
皇
族
各
殿

下
御
臨
席
（
自
席
の
前
に
立
つ
）

栗
生
葬
儀
委
員
（
副
長
官
）
が
先
導
（
先
導
後
、

自
席
へ
）

○
伊
東
係
員
は
、
Ｂ
２
階
ア
リ
ー
ナ
入
口
前

に
上
皇
使
及
び
上
皇
后
宮
使
が
到
着
し
た
ら

そ
の
旨
を
朝
倉
係
員
に
伝
達
す
る
。

○
伊
東
係
員
の
伝
達
が
あ
っ
た
ら
、
皇
族
各

殿
下
が
自
席
の
前
に
立
た
れ
た
こ
と
を
確
認

し
た
上
で
、
朝
倉
係
員
は
司
会
に
合
図

○
「
ご
臨
席
に
な
ら
れ
ま
す
」
の
発
声
と
と
も

に
ム
ラ
ヤ
マ
ス
タ
ッ
フ
は
ド
ア
を
開
け
、
入
場
後

ム
ラ
ヤ
マ
ス
タ
ッ
フ
は
ド
ア
を
閉
め
る
。

○
勅
使
、
皇
后
宮
使
御
休
所
御
発

木
原
葬
儀
委
員
（
副
長
官
）
が
先
導
し
会
場
へ

（
御
休
所
↓
階
段
↓
Ｂ
２
階
会
場
）

進
行

上
皇
使
上
皇
后
宮
使
御
臨
席

映
像

島
田
「
上
皇
使
（
じ
よ
う
こ
う
し
）
及
び
、

上
皇
后
宮
使
（
じ
よ
う
こ
う
ご
う
ぐ
う
し
）
が
、

御
臨
席
に
な
ら
れ
ま
す
。
」

（
皇
族
各
殿
下
が
自
席
の
前
に
立
た
れ
、
朝
倉
係
員
の
合
図
が
あ
っ
た
ら
）

コ
メ
ン
ト

28



－
時
間

(14:07) 14
時
06

分

(14:07)

分妬時Ｍ

皿
時
Ｗ
分

○
ｔ
皇
使
、
上
皇
后
宮
使
御
臨
席

磯
崎
葬
儀
委
員
（
副
長
官
）
が
先
導
（
先
導
後
、

自
席
へ
）

○
渡
辺
（
誠
）
係
員
は
、
Ｂ
２
階
ア
リ
ー
ナ
入

口
前
に
勅
使
が
皇
后
宮
使
が
到
着
し
た
ら
、

そ
の
旨
を
朝
倉
係
員
に
伝
達
す
る

○
渡
辺
（
誠
）
係
員
の
伝
達
が
あ
っ
た
ら
、
上

皇
使
、
上
皇
后
宮
使
が
自
席
の
前
に
立
た
れ

た
こ
と
を
確
認
し
た
上
で
、
朝
倉
係
員
は
司

会
に
合
図

○
勅
使
、
皇
后
宮
使
御
臨
席
（
自
席
↓
着

席
）
木
原
葬
儀
委
員
（
副
長
官
）
が
先
導
（
先
導
後
、

自
席
へ
）

○
「
ご
臨
席
に
な
ら
れ
ま
す
」
の
発
声
と
と
も

に
ム
ラ
ヤ
マ
ス
タ
ッ
フ
は
ド
ア
を
開
け
る
。

○
勅
使
、
皇
后
宮
使
の
着
席
を
確
認
し
た
ら

朝
倉
係
員
は
司
会
に
合
図

進
行

勅
使
皇
后
宮
使
御
臨
席

映
像

島
田

I

島
田
「
勅
使
（
ち
よ
く
し
）
及
び

皇
后
宮
使
（
こ
う
ご
う
ぐ
う
し
）
が
、

御
臨
席
に
な
ら
れ
ま
す
。
」

（
朝
倉
係
員
の
合
図
が
あ
っ
た
ら
）

「
ご
着
席
願
い
ま
す
。
」

（
朝
倉
係
員
の
合
図
が
あ
っ
た
ら
）

コ
メ
ン
ー
ト

29



｜
時
間門『

（
場
内
参
列
者
の
着
席
確
認
、
一
呼
吸

お
い
て
）

■
松
野
葬
儀
副
委
員
長
、
上
手
ス
ロ
ー
プ

よ
り
登
壇

○
松
野
葬
儀
副
委
員
長
は
起
立
時
に
マ

ス
ク
を
外
す

■
祭
壇
上
、
上
手
開
式
の
辞
用
ス
タ
ン

ド
マ
イ
ク

■
開
式
の
辞
を
述
べ
た
後
、
自
席
へ
戻
り

着
席
す
る

○
松
野
葬
儀
副
委
員
長
は
着
席
時
に
マ

ス
ク
を
つ
け
る

進
行開

式
の
辞

映像

’
（
朝
倉
係
員
の
合
図
が
あ
っ
た
ら
）

島
田
『
開
式
の
辞
松
野
（
ま
つ
の
）
葬
儀
副
委
員
長
」

「
た
だ
い
ま
か
ら
、
「
故
安
倍
晋
三
国
葬
儀
」
を

執
り
行
い
ま
す
」

（
松
野
葬
儀
副
委
員
長
）

「
開
式
の
辞
」

》

コ
メ
ン
ト
ー

30



(14 09）

時
間

■
場
内
参
列
者
の
起
立
の
状
況
を
確
認
。
場

内
が
静
か
に
な
っ
た
と
こ
ろ
で
直
ち
に
）

○
松
野
葬
儀
副
委
員
長
は
自
席
へ
戻
り
着
席

し
た
後
、
朝
倉
係
員
は
司
会
に
合
図

○
国
歌
演
奏
後
、
朝
倉
係
員
は
渡
邊
係
員
に

伝
達
○
朝
倉
係
員
の
伝
達
が
あ
っ
た
ら
、
渡
邊
係

員
の
合
図
で
ム
ラ
ヤ
マ
ス
タ
ッ
フ
は
ド
ア
を
開
け

る

進
行

国
歌
演
奏
（
一
分
間
）

映
像

島
田

M

／

口
（
音
楽
隊
は
場
内
が
静
か
に
な
っ
た
と
こ
ろ
で
演
奏
を
始
め
る
）

（
朝
倉
係
員
の
合
図
が
あ
っ
た
ら
）

「
御
起
立
願
い
ま
す
。
国
歌
演
奏
を
行
い
ま
す
。
」

「
国
歌
は
歌
わ
ず
ご
清
聴
願
い
ま
す
。
」

’
コ
メ
ン
ー
ト

31

『
君
が
代
』
吹
奏

陸
上
自
衛
隊
中
央
音
楽
隊

海
上
自
衛
隊
東
京
音
楽
隊

航
空
自
衛
隊
中
央
音
楽
隊



ｕ
時
皿
分

14

時
11

分

(14： 11）

時
間

■
儀
じ
よ
う
隊
入
場

○
儀
じ
よ
う
隊
が
入
場
し
、
指
揮
官
が
隊
列

を
確
認
し
、
式
壇
正
面
に
向
き
を
変
え
る
の

を
確
認
し
て
、
朝
倉
係
員
は
司
会
に
合
図

○
儀
じ
よ
う
隊
が
着
剣
捧
げ
銃
の
敬
礼
を
し
、

儀
じ
よ
う
隊
長
が
右
前
方
に
剣
を
下
げ
た
ら

直
ち
に
、
朝
倉
係
員
は
司
会
に
合
図

○
照
明
客
席
を
暗
く
し
式
壇
を
浮
き
上
が
ら

せ
る
○
「
黙
と
う
」
の
発
声
と
と
も
に
、
奏
楽
隊
は

奏
楽
を
開
始
す
る

■
黙
と
う
約
１
分

○
奏
楽
が
終
わ
っ
た
ら
直
ち
に
、
朝
倉
係
員

は
司
会
に
合
図

○
「
黙
と
う
を
終
わ
り
ま
す
』
の
発
声
と
と
も

に
、
儀
じ
よ
う
隊
は
敬
礼
を
終
え
る
。
ま
た
、

発
声
と
と
も
に
（
念
の
た
め
朝
倉
係
員
は
渡
邊

係
員
に
伝
達
）
渡
邊
係
員
の
合
図
で
ム
ラ
ヤ
マ

ス
タ
ッ
フ
は
ド
ア
を
開
け
る

進
行

黙
と
う
（
一
分
間
）

映
像

島
田
「
故
安
倍
（
あ
く
）
晋
三
（
し
ん
ぞ
う
）

元
内
閣
総
理
大
臣
に
黙
と
う
を
捧
げ
ま
す
。
」

Ｍ
「
黙
と
う
」

奏
楽
開
始

（
朝
倉
係
員
は
司
会
に
合
図
）

「
黙
と
う
を
終
わ
り
ま
す
。
」

■
奏
楽

（
古
矢
弘
政
作
曲
「
国
の
鎮
め
」
）

陸
上
自
衛
隊
中
央
音
楽
隊

（
朝
倉
係
員
の
合
図
が
あ
っ
た
ら
）

（
朝
倉
係
員
の
合
図
が
あ
っ
た
ら
）

コ
メ
ン
ト

32



時
間

Ｆ(14： 12）

生
前
の
お
姿
映
写
（
８
分
伽
秒
間
）

○
儀
じ
よ
う
隊
が
着
剣
捧
げ
銃
の
敬
礼
を

終
わ
り
、
回
れ
右
を
し
て
、
退
場
行
進
が
始

ま
っ
た
段
階
で
、
朝
倉
係
員
は
司
会
に
合
卿

■
儀
じ
よ
う
隊
の
前
部
が
ア
リ
ー
ナ
席
南

の
ヒ
サ
シ
に
か
か
っ
た
段
階
で
、
照
明

暗
転
。
大
型
ス
ク
リ
ー
ン
に
Ｖ
Ｔ
Ｒ
放
映

■
「
開
式
の
辞
」
用
マ
イ
ク
片
付
け
垂
日
響
ス

タ
ッ
フ
（
映
像
ス
タ
ー
ト
後

■
儀
じ
よ
う
隊
退
場

○
渡
邊
係
員
は
、
儀
じ
よ
う
隊
が
退
場
し
た

の
を
確
認
し
、
ム
ラ
ヤ
マ
ス
タ
ッ
フ
に
指
示
し

て
ド
ア
を
閉
め
る

■
「
生
前
の
お
姿
』
放
映
後
、
司
会
者
に

サ
ス
照
明
が
あ
た
り
、
一
呼
吸
お
い
て

朝
倉
係
員
は
司
会
に
合
図

●
場
内
全
照
明
Ｆ
１
。
以
降
、
そ
の
ま
ま

進
行

錦
翻

映
像

（
朝
倉
係
員
の
合
図
が
あ
っ
た
ら
）

島
田
「
た
だ
今
は
、
故
人
を
偲
び
、
生
前
の
お
姿
を
お
映
し

い
た
し
ま
し
た
。
」

（
朝
倉
係
員
は
司
会
に
合
図
）

「
御
着
席
願
い
ま
す
。
」 コ

メ
ン
ー
ト

33



時
間
一

(14：20）(14：20）

○
岸
田
葬
儀
委
員
長
は
起
立
の
際
マ
ス
ク

を
外
し
、
着
席
の
際
マ
ス
ク
を
つ
け
る

○
一
呼
吸
お
い
て
、
朝
倉
係
員
は
司
会
に

合
図

■
式
壇
中
央
献
花
台
前
に
お
い
て
追
悼

の
辞
を
述
べ
る
。
終
わ
っ
て
自
席
に
戻
り
、

着
席
す
る
。
以
下
同
様
。

○
追
悼
の
辞
後
、
正
面
ス
ロ
ー
プ
を
降
り

始
め
た
と
こ
ろ
で
、
ム
ラ
ヤ
マ
ス
タ
ッ
フ
は
マ

イ
ク
消
毒

■
正
面
ス
ロ
ー
プ
よ
り
登
壇

進

行

追
悼
の
辞
の
辞

映
像

（
朝
倉
係
員
の
合
図
が
あ
っ
た
ら
）

島
田
「
追
悼
の
辞
岸
田
（
き
し
だ
）
葬
儀
委
員
長
」

コ
メ
ン
ー
ト

34

「
追
悼
の
辞
岸
田
葬
儀
委
員
長
」



時
間

哩
時
鋤
分

Ｍ
時
羽
分

○
細
田
衆
議
院
議
長
が
正
面
ス
ロ
ー
プ
を
降
り

た
と
こ
ろ
で
、
朝
倉
係
員
は
司
会
に
合
図

○
追
悼
の
辞
後
、
正
面
ス
ロ
ー
プ
を
降
り
始
め

た
と
こ
ろ
で
、
ム
ラ
ヤ
マ
ス
タ
ッ
フ
は
マ
イ
ク
消
毒

○
細
田
衆
議
院
議
長
は
起
立
の
際
に
マ
ス
ク
を

外
し
、
着
席
の
際
マ
ス
ク
を
つ
け
る

■
細
田
衆
議
院
議
長
、
追
悼
の
辞
を
述
べ
た
後

自
席
に
戻
る

○
追
悼
の
辞
後
、
正
面
ス
ロ
ー
プ
を
降
り
始
め

た
と
こ
ろ
で
、
ム
ラ
ヤ
マ
ス
タ
ッ
フ
は
マ
イ
ク
消
毒

○
尾
辻
参
議
院
議
長
は
起
立
の
際
に
マ
ス
ク
を

外
し
、
着
席
の
際
マ
ス
ク
を
つ
け
る

■
尾
辻
参
議
院
議
長
、
追
悼
の
辞
を
述
べ
た
後

自
席
に
戻
る

○
岸
田
葬
儀
委
員
長
が
正
面
ス
ロ
ー
プ
を
降
り

た
と
こ
ろ
で
、
朝
倉
係
員
は
司
会
に
合
図

進

行

映
像

（
朝
倉
係
員
は
司
会
に
合
図
）

島
田
「
衆
議
院
議
長
細
田
（
ほ
そ
だ
）
博
之
（
ひ
ろ
ゆ
き
）
様
」

（
朝
倉
係
員
は
司
会
に
合
図
）

「
参
議
院
議
長
尾
辻
（
お
つ
じ
）
秀
久
（
ひ
で
ひ
さ
）
様
」

コ
メ
ン
ト

1

35

「
追
悼
の
辞
」
細
田
博
之
衆
議
院
議
長

「
追
悼
の
辞
」
尾
辻
秀
久
参
議
院
議
長



’
腔
時
劉
分

Ｍ
時
鋤
分

時
間

月

＝

P

○
戸
倉
最
高
裁
判
所
長
官
が
正
面
ス
ロ
ー
プ

を
降
り
た
と
こ
ろ
で
、
朝
倉
係
員
は
司
会
に
合

叉 ○
追
悼
の
辞
後
、
正
面
ス
ロ
ー
プ
を
降
り
始
め

た
と
こ
ろ
で
、
ム
ラ
ヤ
マ
ス
タ
ッ
フ
は
マ
イ
ク
消
毒

○
戸
倉
最
高
裁
長
官
は
起
立
の
際
に
マ
ス
ク
を

外
し
、
着
席
の
際
マ
ス
ク
を
つ
け
る

■
戸
倉
最
高
裁
判
所
長
官
、
追
悼
の
辞
を
述
べ

た
後
、
自
席
に
戻
る

○
菅
氏
は
離
席
の
際
に
マ
ス
ク
を
外
し
、
着
席
の

際
マ
ス
ク
を
つ
け
る

■
菅
氏
追
悼
の
辞
を
述
べ
た
後
、
自
席
に
戻
る

○
尾
辻
参
議
院
議
長
が
正
面
ス
ロ
ー
プ
を
降
り

た
と
こ
ろ
で
、
朝
倉
係
員
は
司
会
に
合
図

■
「
追
悼
の
辞
」
用
マ
イ
ク
片
付
け
差
日
響
ス
タ
ッ

フ
（
友
人
代
表
後

進
行

1

映
像

（
朝
倉
係
員
は
司
会
に
合
図
）

島
田
「
最
高
裁
判
所
長
官
戸
倉
（
と
く
ら
）
三
郎
（
さ
ぶ
ろ
う
）
様
」

（
朝
倉
係
員
は
司
会
に
合
図
）

「
友
人
代
表
菅
（
す
が
）
義
偉
（
よ
し
ひ
で
）
様
」

コ
メ
ン
ト

36

「
追
悼
の
辞
」
菅
義
偉
様

「
追
悼
の
辞
」
戸
倉
三
郎
最
高
裁
判
所
長
官



時
間

○
勅
使
御
拝
礼
（
御
拝
礼
後
、
い
っ
た
ん

自
席
へ
）

木
原
葬
儀
委
員
（
副
長
官
）
が
御
拝
礼
を

誘
導
、
御
拝
礼
後
、
勅
使
は
い
っ
た
ん
自

席
へ
（
木
原
葬
儀
委
員
は
そ
の
場
で
待
機
）

○
菅
氏
が
自
席
に
戻
っ
た
こ
と
を
見
届

け
て
か
ら
、
一
呼
吸
お
い
て
、
朝
倉
係
員

は
司
会
に
合
図

○
司
会
の
発
声
と
と
も
に
、
田
原
係
員

は
誘
導
の
木
原
葬
儀
委
員
と
近
藤
葬
儀

委
員
を
促
し
、
上
皇
后
宮
使
の
右
手
前

に
移
動

○
「
御
起
立
願
い
ま
す
。
」
の
発
声
と
と

も
に
、
奏
楽
隊
は
奏
楽
を
開
始

○
司
会
の
発
声
と
と
も
に
（
念
の
た
め
、

朝
倉
係
員
か
ら
渡
邊
係
員
に
伝
達
）
、
渡

邊
係
員
の
合
図
で
ム
ラ
ヤ
マ
ス
タ
ッ
フ
は
ド

ア
を
開
け
る
（
勅
使
、
皇
后
宮
使
、
上
旱

使
、
上
皇
后
宮
使
御
退
場
ま
で
）

進
行御

拝
礼

映
像

（
朝
蒼
係
員
は
司
会
に
合
図
）

島
田
「
た
だ
今
か
ら
、
勅
使
（
ち
よ
く
し
）
、

皇
后
宮
使
（
こ
う
ご
う
ぐ
う
し
）
の

御
拝
礼
が
ご
ざ
い
ま
す
。
」

「
御
起
立
願
い
ま
す
。
」

Ｍぐ

コ
メ
ン
ー
ト

37

奏
楽
開
始

○
陸
上
自
衛
隊
中
央
音
楽
隊
「
悠
遠
な
る
皇
御
国
」
な
ど

○
海
上
自
衛
隊
東
京
音
楽
隊
「
交
響
曲
第
９
番
第
２
楽
章
」
な
ど

○
航
空
自
衛
隊
中
央
音
楽
隊
「
ア
メ
イ
ジ
ン
グ
・
グ
レ
イ
ス
」
な
ど



皿
時
“
分

凹
時
媚
分

ｕ
時
蛇
分

時
間

○
誘
導
の
磯
崎
葬
儀
委
員
と
鈴
木
葬
儀
委
員

が
上
皇
后
宮
使
の
右
手
前
到
着
後
、
朝
倉
係
員

は
、
司
会
に
合
図

○
皇
后
宮
使
御
拝
礼
（
御
拝
礼
後
、
い
っ
た
ん
自

席
へ
）

○
近
藤
葬
儀
委
員
（
法
制
局
長
官
）
が
御
拝
礼

を
誘
導
、
御
拝
礼
後
、
皇
后
宮
使
は
い
っ
た
ん
自

席
へ
（
近
藤
葬
儀
委
員
は
自
席
へ
）

○
勅
使
、
皇
后
宮
使
御
退
場

木
原
葬
儀
委
員
（
副
長
官
）
が
先
導

（
会
場
↓
階
段
↓
１
階
北
玄
関
）

お
見
送
り
後
、
木
原
葬
儀
委
員
は
自
席
へ

○
木
原
葬
儀
委
員
先
導
”
田
原
（
総
務
）

○
勅
使
、
皇
后
宮
使
の
お
姿
が
見
え
な
く
な
っ

た
ら
、
伊
東
係
員
は
磯
崎
葬
儀
委
員
を
促
す

○
ｋ
皇
使
御
拝
礼
（
御
拝
礼
後
、
い
っ
た
ん
自
席

へ
）磯
崎
葬
儀
委
員
（
副
長
官
）
が
御
拝
礼
を
誘
導
、

御
拝
礼
後
、
上
皇
使
は
い
っ
た
ん
自
席
へ
（
磯
崎

葬
儀
委
員
は
そ
の
場
で
待
機
）

進
行

映
像

Mぐ

島
田
「
上
皇
使
（
じ
よ
う
こ
う
し
）
、

上
皇
后
宮
使
（
じ
よ
う
こ
う
ご
う
ぐ
う
し
）
の

御
拝
礼
（
ご
は
い
れ
い
）
が
ご
ざ
い
ま
す
。
」

（
朝
倉
係
員
は
司
会
に
合
図
）

コ
メ
ン
ト

38



時
間

Ｍ
時
拓
分

皿
時
妬
分

○
上
皇
后
宮
使
御
拝
礼

鈴
木
葬
儀
委
員
（
内
閣
府
政
務
官
）
が
御
拝
礼

を
誘
導
、
ｔ
皇
后
宮
使
は
御
拝
礼
後
、
い
っ
た
ん

自
席
へ
（
鈴
木
葬
儀
委
員
は
自
席
へ
）

○
磯
崎
葬
儀
委
員
先
導
恥
伊
東
（
内
総
）

○
上
皇
使
、
上
皇
后
宮
使
が
出
口
に
向
か
わ
れ

た
ら
、
田
原
係
員
等
は
栗
生
葬
儀
委
員
等
を
促

す○
ｋ
皇
后
宮
使
御
退
場
後
ム
ラ
ヤ
マ
ス
タ
ッ
フ
は

ド
ア
を
閉
め
る
。

○
ｋ
皇
使
、
上
皇
后
宮
使
御
退
場

磯
崎
葬
儀
委
員
（
副
長
官
）
が
先
導

（
会
場
↓
階
段
↓
１
階
北
玄
関
）

お
見
送
り
後
、
磯
崎
葬
儀
委
員
は
自
席
へ

進
行

映
像

ロ M
。

コ
メ
ン
ト

39



| （14：47）
時
間

（
皇
族
各
殿
下
は
、
御
供
花
後
式
壇
セ
ン
タ
ー

ス
ロ
ー
プ
か
ら
御
退
場
）

（
皇
族
各
殿
下
は
、
御
供
花
後
式
壇
セ
ン
タ
ー

ス
ロ
ー
プ
か
ら
御
退
場
）

○
秋
篠
宮
皇
嗣
同
妃
両
殿
下
が
ス
ロ
ー
プ
を

上
が
っ
た
ら
、
ム
ラ
ヤ
マ
ス
タ
ッ
フ
は
ド
ア
を
開
け

最
後
の
承
子
女
王
殿
下
が
御
退
場
後
ド
ア
を

閉
め
る
。

○
自
身
が
先
導
す
る
皇
族
各
殿
下
の
御
供
花

の
一
つ
前
に
、
各
先
導
葬
儀
委
員
は
承
子
女
王

殿
下
の
お
席
横
に
移
動
。

○
先
導
す
る
葬
儀
委
員
は
、
自
身
が
先
導
す

る
一
つ
前
の
皇
族
各
殿
下
が
前
を
お
通
り
な
っ

た
ら
、
自
身
が
先
導
す
る
皇
族
殿
下
に
御
供

花
を
促
す
。

○
秋
篠
宮
皇
嗣
同
妃
両
殿
下
が
ス
ロ
ー
プ
を

上
が
っ
た
ら
、
ム
ラ
ヤ
マ
ス
タ
ッ
フ
は
ド
ア
を
開
け

最
後
の
承
子
女
王
殿
下
が
御
退
場
後
ド
ア
を

閉
め
る
。

○
自
身
が
先
導
す
る
皇
族
各
殿
下
の
御
供
花

の
一
つ
前
に
、
各
先
導
葬
儀
委
員
は
承
子
女
王

殿
下
の
お
席
横
に
移
動
。

○
先
導
す
る
葬
儀
委
員
は
、
自
身
が
先
導
す

る
一
つ
前
の
皇
族
各
殿
下
が
前
を
お
通
り
な
っ

た
ら
、
自
身
が
先
導
す
る
皇
族
殿
下
に
御
供

花
を
促
す
。

○
上
皇
使
、
上
皇
后
宮
使
が
会
場
出
口
を
出

た
ら
、
先
導
の
栗
生
葬
儀
委
員
（
副
長
官
）
が
承

子
女
王
殿
下
の
お
席
横
に
移
動
。

○
朝
倉
係
員
は
移
動
が
完
了
し
た
の
を
確
認

し
、
司
会
に
合
図
（
念
の
た
め
渡
邊
係
員
は
、

上
皇
使
、
上
皇
后
宮
使
が
会
場
出
口
を
出
た

ら
朝
倉
係
員
に
伝
達
）

○
司
会
の
発
声
と
と
も
に
、
葬
儀
委
員
先
導

係
員
は
葬
儀
委
員
を
促
す

○
上
皇
使
、
上
皇
后
宮
使
が
会
場
出
口
を
出

た
ら
、
先
導
の
栗
生
葬
儀
委
員
（
副
長
官
）
が
承

子
女
王
殿
下
の
お
席
横
に
移
動
。

○
朝
倉
係
員
は
移
動
が
完
了
し
た
の
を
確
認

し
、
司
会
に
合
図
（
念
の
た
め
渡
邊
係
員
は
、

上
皇
使
、
上
皇
后
宮
使
が
会
場
出
口
を
出
た

ら
朝
倉
係
員
に
伝
達
）

○
司
会
の
発
声
と
と
も
に
、
葬
儀
委
員
先
導

係
員
は
葬
儀
委
員
を
促
す

進
行Ｆ

」
ｆ
ｌ
－
■
と
跡
ｑ

Ｉ
沖
蝿
陶
弼
也
強
？
角
端
憲
建
観
撰
洲
踵
魁
詮
Ⅵ
蹴
騨

御
供
花

映
像

一
一 ﾛ■■■■■■

日
竺 Ｍ

（
朝
倉
係
員
は
司
会
に
合
図
）

島
田
「
秋
篠
宮
皇
嗣
（
こ
う
し
）
同
妃
両
殿
下
、

佳
子
（
か
こ
）
内
親
王
殿
下
、

寛
仁
（
と
も
ひ
と
）
親
王
妃
信
子
（
の
ぶ
こ
）
殿
下
、

彬
子
（
あ
き
こ
）
女
王
殿
下
、

憲
仁
（
の
り
ひ
と
）
親
王
妃
久
子
（
ひ
さ
こ
）
殿
下
、

承
子
（
つ
ぐ
こ
）
女
王
殿
下
の
御
供
花
が
ご
ざ
い
ま
す
。
」

Ｍ
（
朝
倉
係
員
は
司
会
に
合
図
）

島
田
「
秋
篠
宮
皇
嗣
（
こ
う
し
）
同
妃
両
殿
下
、

佳
子
（
か
こ
）
内
親
王
殿
下
、

寛
仁
（
と
も
ひ
と
）
親
王
妃
信
子
（
の
ぶ
こ
）
殿
下
、

彬
子
（
あ
き
こ
）
女
王
殿
下
、

憲
仁
（
の
り
ひ
と
）
親
王
妃
久
子
（
ひ
さ
こ
）
殿
下
、

承
子
（
つ
ぐ
こ
）
女
王
殿
下
の
御
供
花
が
ご
ざ
い
ま
す
。
」

「
御
供
花
」

コ
ザ
ハ
ン
ト
ー

40



時
間

花 ○
（
秋
篠
宮
）
佳
子
内
親
王
殿
下
御
供
花

藤
丸
葬
儀
委
員
（
内
閣
府
副
大
臣
）
が
先
導
し

北
玄
関
へ
（
会
場
↓
階
段
↓
１
階
北
玄
関
）

お
見
送
り
後
、
藤
丸
葬
儀
委
員
は
自
席
へ

○
藤
丸
葬
儀
委
員
先
導
“
小
池
（
総
務
）

星
野
葬
儀
委
員
（
内
閣
府
副
大
臣
）
が
先
導
し

北
玄
関
へ
（
会
場
↓
階
段
↓
１
階
北
玄
関
）

お
見
送
り
後
、
星
野
葬
儀
委
員
は
自
席
へ

○
星
野
葬
儀
委
員
先
導
唖
飯
島
（
企
調
）

○
（
三
笠
宮
）
寛
仁
親
王
妃
信
子
殿
下
御
供

○
秋
篠
宮
皇
嗣
同
妃
両
殿
下
御
供
花

栗
生
葬
儀
委
員
（
副
長
官
）
が
先
導
し
北
玄
関
へ

（
会
場
↓
階
段
↓
１
階
北
玄
関
）

お
見
送
り
後
、
栗
生
葬
儀
委
員
は
自
席
へ
）

○
栗
生
葬
儀
委
員
先
導
”
田
原
（
総
務
）

進
行

映
像

二
『 M

｡

コ
メ
ン
ト
ー

41



42

○
（
三
笠
宮
）
彬
子
女
王
殿
下
御
供
花

和
田
葬
儀
委
員
（
内
閣
府
副
大
臣
）
が
先
導
し

北
玄
関
へ
（
会
場
↓
階
段
↓
１
階
北
玄
関
）

お
見
送
り
後
、
星
野
葬
儀
委
員
は
自
席
へ

○
和
田
葬
儀
委
員
先
導
”
下
村
（
沖
政
）

○
（
高
円
宮
）
憲
仁
親
王
妃
久
子
殿
下
御
供

花自
見
葬
儀
委
員
（
内
閣
府
政
務
官
）
が
先
導
し

北
玄
関
へ
（
会
場
↓
階
段
↓
１
階
北
玄
関
）

お
見
送
り
後
、
自
見
葬
儀
委
員
は
自
席
へ

○
自
見
葬
儀
委
員
先
導
恥
桑
原
（
賞
勲
）

○
（
高
円
宮
）
承
子
女
王
殿
下
御
供
花

中
野
葬
儀
委
員
（
内
閣
府
政
務
官
）
が
先
導
し

北
玄
関
へ
（
会
場
↓
階
段
↓
１
階
北
玄
関
）

お
見
送
り
後
、
中
野
葬
儀
委
員
は
自
席
へ

○
中
野
葬
儀
委
員
先
導
“
伊
藤
（
沖
振
）

進
行

映
像



’
(14：55）

時
間

霊
奮■

献
花
係
が
「
御
着
席
願
い
ま
す
。
』

の
言
葉
を
合
図
に
献
花
係
員
が
お
盆
を

持
っ
て
入
場
。

（
下
手
４
名
と
上
手
４
名
入
場
）

○
献
花
係
の
配
置
が
完
了
し
た
ら
、
朝

倉
係
員
は
司
会
に
合
図

○
承
子
女
王
殿
下
の
退
場
を
見
届
け
て

ド
ア
が
閉
ま
っ
た
ら
、
朝
倉
係
員
は
司
会

に
合
図

○
承
子
女
王
殿
下
が
退
場
し
た
ら
、
渡

邊
係
員
の
合
図
で
ム
ラ
ヤ
マ
ス
タ
ッ
フ
が
ド

ア
を
閉
め
る

○
渡
邊
係
員
は
、
ド
ア
が
閉
ま
っ
た
ら
そ

の
旨
を
朝
倉
係
員
に
伝
達
↑

鰹
窪
瞬
蝿
感
琴
篭
醇
繍
醗
孵
癖

進
行

ノ

献
花

島
田
「
ご
着
席
願
い
ま
す
。
」

Mq： ÷

「
こ
れ
よ
り
献
花
を
行
い
ま
す
。
」

（
朝
倉
係
員
は
司
会
に
合
図
）

（
朝
倉
係
員
は
司
会
に
合
図
）

コ
メ
ン
ー
卜

43



’

隆
｛
ブ
酉
呂

安
亘
貝
尾

口
・
ロ
存
丞
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■
（
係
員
か
ら
花
を
受
け
取
り
、
式
壇
中

央
前
の
献
花
台
に
献
花
を
し
自
席
へ
戻
り

着
席
す
る
）

※
以
下
御
遺
族
ま
で
同
じ

■
葬
儀
委
員
長
の
献
花
が
終
わ
り
、
自

席
に
戻
っ
た
ら
直
ち
に
）

（
喪
主
の
献
花
が
終
わ
り
、
正
面
ス
ロ
ー
プ

を
降
り
た
ら
）

■
喪
主
が
終
わ
り
ご
遺
族
以
降

内
閣
府
係
員
か
ら
花
を
受
け
取
り
、
式

壇
中
央
前
の
献
花
台
に
献
花
を
す
る
）

映
像

コ
メ
ン
ー
ト



「

’
45

Ｍ
時
釘
分

時
間

（
御
遺
族
の
献
花
が
終
わ
り
、
正
面
ス
ロ
ー

プ
に
向
か
い
始
め
た
ら
直
ち
に
）

○
「
衆
議
院
議
長
細
田
博
之
様
」
の
発

声
と
と
も
に
（
念
の
た
め
、
朝
倉
係
員
か

ら
渡
邊
係
員
に
伝
達
又
渡
遥
係
員
の
合

図
で
ム
ラ
ヤ
マ
ス
タ
ッ
フ
は
ド
ア
を
開
け
る

○
衆
議
院
議
長
案
内
”
中
嶋
（
総
務
）

（
献
花
後
、
式
壇
正
面
ス
ロ
ー
プ
を
下
り

て
退
場
）

（
会
場
↓
階
段
↓
１
階
北
玄
関
）

（
献
花
後
、
式
壇
正
面
ス
ロ
ー
プ
を
下
り

て
退
場
）

（
会
場
↓
階
段
↓
１
階
北
玄
関
）

○
参
議
院
議
長
案
内
“
矢
作
（
人
事
）

（
献
花
後
、
式
壇
正
面
ス
ロ
ー
プ
を
下
り

て
退
場
）

（
会
場
↓
階
段
↓
１
階
北
玄
関
）

○
最
高
裁
長
官
案
内
“
由
布
（
会
計
）

進
行

映
像

（
献
花
が
終
わ
り
、
自
席
に
戻
っ
た
ら
直
ち
に
司
会
に
Ｑ
）

島
田
「
衆
議
院
議
長
細
田
（
ほ
そ
だ
）
博
之
（
ひ
ろ
ゆ
き
）
様
」

M

（
献
花
が
終
わ
り
、
正
面
ス
ロ
ー
プ
に
向
か
い
始
め
た
ら
直
ち
に
司
会
に
Ｑ
）

「
参
議
院
議
長
尾
辻
（
お
つ
じ
）
秀
久
（
ひ
で
ひ
さ
）
様
」

（
献
獲
か
終
わ
り
、
正
面
ス
ロ
ー
プ
に
向
か
い
始
め
た
ら
直
ち
に
司
会
に
ｇ

「
最
高
裁
判
所
長
官
戸
倉
（
と
く
ら
）
三
郎
（
さ
ぶ
ろ
う
）
様
」

Ｉ
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ⅱ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
コ
メ
ン
ー
ト



■■■■

46

旧
時
Ⅲ
分Ｉ 時

間

○
友
人
代
表
案
内
”
水
田
参
事
官

○
元
内
閣
総
理
大
臣
献
花

（
献
花
後
、
式
壇
左
ス
ロ
ー
プ
を
下
り
て

退
場
）

（
会
場
↓
階
段
↓
西
玄
関
）

※
以
下
、
同
じ

※
献
花
等
は
ま
と
ま
っ
て
行
う
。

‐
進
行

映
像

島
田
（
献
花
が
終
わ
り
、
正
面
否
－
プ
に
向
か
い
始
め
た
ら
直
ち
に
司
会
に
Ｑ
）

M

「
友
人
代
表
菅
（
す
が
）
義
偉
（
よ
し
ひ
で
）
御
夫
妻
様
」

（
献
花
が
終
わ
り
、
正
面
ス
ロ
ー
プ
に
向
か
い
始
め
た
ら
直
ち
に
司
会
に
Ｑ
）

「
歴
代
内
閣
総
理
大
臣
（
一
呼
吸
お
い
て
）

森
（
も
り
）
喜
朗
（
よ
し
ろ
う
）
様
、

小
泉
（
こ
い
ず
み
）
純
一
郎
（
じ
ゅ
ん
い
ち
ろ
う
）
様
、

福
田
（
ふ
ぐ
だ
）
康
夫
（
や
す
お
）
様
、

麻
生
（
あ
そ
う
）
太
郎
（
た
ろ
う
）
御
夫
妻
様
、

野
田
（
の
だ
）
佳
彦
（
よ
し
ひ
こ
）
様
」

Ｉ
コ
メ
ン
ー
ト



時
間

（
献
花
が
終
わ
り
、
左
側
ス
ロ
ー
プ
に
向
か

い
始
め
た
ら
直
ち
に
）

歴
代
衆
議
院
議
長
、
歴
代
参
議
院
議
長

元
最
高
裁
判
所
長
官
献
花

（
献
花
後
、
式
壇
左
ス
ロ
ー
プ
を
ド
リ
て

退
場
）
（
会
場
↓
階
段
↓
西
玄
関
）

※
以
下
、
同
じ

※
献
花
等
は
ま
と
ま
っ
て
行
う
。

進
行

映
像

島
田

Ｍぐ

「
歴
代
衆
議
院
議
長

河
野
（
こ
う
の
）
洋
平
（
よ
う
へ
い
）
様
、

伊
吹
（
い
ぶ
き
）
文
明
（
ぶ
ん
め
い
）
様

大
島
（
お
お
し
ま
）
理
森
（
た
だ
も
り
）
様
、

歴
代
参
議
院
議
長

扇
（
お
お
ぎ
）
千
景
（
ち
か
げ
）
様
、

平
田
（
ひ
ら
た
）
健
二
（
け
ん
じ
）
様
、

山
崎
（
や
ま
ざ
き
）
正
昭
（
ま
さ
あ
き
）
様
、

伊
達
（
だ
て
）
忠
一
（
ち
ゅ
う
い
ち
）
様
、

山
東
（
さ
ん
と
う
）
昭
子
（
あ
き
こ
）
様

元
最
高
裁
判
所
長
官

大
谷
（
お
お
た
に
）
直
人
（
な
お
と
）
様
」

（
左
側
ス
ロ
ー
プ
に
向
か
い
始
め
た
ら
司
会
に
９

コ
メ
ン
ｋ
ｒ

47



ｌ

ｒ
崎
（
献
花
後
、
式
壇
左
ス
ロ
ー
プ
を
下
り
て

退
場
）

●
海
外
参
列
者
、
国
名
二
肩
書
き

（
乗
用
車
》
会
場
↓
階
段
↓
１
階
西
玄
関
）

●
駐
日
大
使
等
の
国
名
又
は
国
際
機
関

名（
（
尋
会
場
↓
階
段
↓
１
階
西
玄
関
）

※
献
花
等
は
ま
と
ま
っ
て
行
う
。
国
名
、

肩
書
き
等
は
、
司
会
者
が
読
み
上
げ

進

行

映
陰

島
田
（
献
花
が
終
わ
り
、
左
側
ス
ロ
ー
プ
に
向
か
い
始
め
た
ら
直
ち
に
司
会
に
Ｑ
）

Ｍぐ

「
引
き
続
き
、
海
外
か
ら
の
参
列
者
の
皆
様
か
ら

献
花
を
い
た
だ
き
ま
す
。
」

コ
メ
ン
ー
ｒ

48

■
約
卵
の
国
の
国
名
・
肩
書
き
を
日
本
語
・
英
語
で
読
み
上
げ
（
調
整
中
）

■
約
帥
の
国
・
機
関
名
を
日
本
語
・
英
語
で
読
み
上
げ
（
調
整
中
）



口
49

進
行

映
像

M島
田

（
司
会
に
Ｑ
）

「
引
き
続
き
、
駐
日
大
使
、
駐
日
国
際
機
関
代
表
等
の

皆
様
か
ら
献
花
を
い
た
だ
き
ま
す
。
」

１■約卯の国名・機関名を英語でまとめて読み上げ（調整中）

コ
メ
ン
ー
ト



時
間

（
献
花
が
終
わ
り
、
左
側
ス
ロ
ー
プ
に
向
か

い
始
め
た
ら
直
ち
に
）

※
献
花
等
は
ま
と
ま
っ
て
行
う
。

（
衆
参
副
議
長
が
正
面
ス
ロ
ー
プ
を
登
り

始
め
た
ら
）

※
献
花
等
は
ま
と
ま
っ
て
行
う
。

（
葬
儀
副
委
員
長
は
正
面
ス
ロ
ー
プ
を
登

り
始
め
た
ら
）

※
献
花
等
は
ま
と
ま
っ
て
行
う
。

○
外
交
団
の
最
後
を
岡
田
係
員
か
ら

朝
倉
係
員
に
連
絡
し
、
朝
倉
係
員
は
司

会
に
合
図

○
松
野
葬
儀
副
委
員
長
献
花

（
献
花
後
、
総
理
の
付
近
の
席
に
着
席
。
）

進

進

行行

映
像

島
田
（
外
交
団
の
最
後
が
正
面
ス
ロ
ー
プ
を
登
り
始
め
た
ら
司
会
に
Ｑ
）

Ｍ
「
松
野
（
ま
つ
の
）
葬
儀
副
委
員
長
」

ぐ

（
衆
参
副
議
長
が
正
面
ス
ロ
ー
プ
を
登
り
始
め
た
ら
司
会
に
Ｑ
）

「
各
国
務
大
臣
の
皆
様
」

（
各
党
代
表
が
正
面
ス
ロ
ー
プ
を
登
り
始
め
た
ら
司
会
に
Ｑ
）

「
衆
議
院
副
議
長

海
江
田
（
か
い
え
だ
）
万
里
（
ば
ん
り
）
様
、

参
議
院
副
議
長

長
浜
（
な
が
は
ま
）
博
行
（
ひ
ろ
ゆ
き
）
様
」

（
正
面
ス
ロ
ー
プ
を
降
り
た
ら
司
会
に
Ｑ
）

「
各
党
代
表
の
皆
様
」

コ
メ
ン
ト
ー

50



時
間
（
副
長
官
等
が
正
面
ス
ロ
ー
プ
を
登
り
始

め
た
ら
）

※
献
花
等
は
ま
と
ま
っ
て
行
う
。

（
最
高
裁
判
事
（
４
人
）
が
正
面
ス
ロ
ー
プ

を
登
り
始
め
た
ら
）
〆

※
献
花
等
は
ま
と
ま
っ
て
行
う
。

（
各
国
務
大
臣
が
正
面
ス
ロ
ー
プ
を
登
り

始
め
た
ら
）

※
献
花
等
は
ま
と
ま
っ
て
行
う
。

進
行

映
像

島
田
（
各
国
務
大
臣
が
正
面
ス
ロ
ー
プ
を
登
り
始
め
た
ら
司
会
に
Ｑ
）

Ｍ
「
最
高
裁
判
所
判
事
の
皆
様
」

ぐ

（
副
長
官
等
が
正
面
ス
ロ
ー
プ
を
登
り
始
め
た
ら
司
会
に
Ｑ
）

「
衆
議
院
及
び
参
議
院
の
役
員
等
の
皆
様
」

「
内
閣
官
房
副
長
官
、
内
閣
法
制
局
長
官
、

副
大
臣
及
び
大
臣
政
務
官
の
皆
様
」

（
最
高
裁
判
事
が
正
面
ス
ロ
ー
プ
を
登
り
始
め
た
ら
司
会
に
Ｑ
）

コ
メ
ン
ー
ｒ

51



時
間

（
衆
参
役
員
等
が
正
面
ス
ロ
ー
プ
を
蓬
り
始
め

た
ら
）

■
ア
リ
ー
ナ
席
献
花

（
葬
儀
委
員
長
、
葬
儀
副
委
員
長
、
葬
儀
委

員
、
左
側
参
列
者
席
に
移
動
）

（
御
遺
族
、
右
側
参
列
者
席
に
移
動
）

○
ア
リ
ー
ナ
席
終
了
後
、
献
花
用
ワ
ゴ
ン
等

を
セ
ン
タ
ー
通
路
に
設
置

※
以
降
の
献
花
補
充
は
献
花
用
ワ
ゴ
ン
の
お

盆
入
替
で
対
応

※
ア
リ
ー
ナ
席
の
献
花
の
状
況
を
見
な
が
ら

セ
ン
タ
ー
通
路
の
上
下
２
席
を
内
側
の
席
に

重
ね
て
、
ワ
ゴ
ン
設
置
場
所
を
確
保

進
行参

列
者
献
花

映
像

（
衆
参
役
員
等
が
正
面
ス
ロ
ー
プ
を
登
り
始
め
た
ら
司
会
に
Ｑ
）

島
田
「
引
き
続
き
、
ア
リ
ー
ナ
席
の
皆
様
の
献
花
を

係
員
の
御
案
内
に
よ
り
順
次
お
願
い
い
た
し
ま
す
。
」

コ
メ
ン
ト

52



53

進
行

映
像

’

M

コ
メ
ン
ー
ト



時
間

○
司
会
等
献
花

○
渡
邊
係
員
は
、
最
後
の
参
列
者
が
ス

ロ
ー
プ
手
前
に
到
着
し
た
ら
、
朝
倉
係
員

に
伝
達

○
連
絡
を
受
け
た
朝
倉
係
員
は
、
司
会

に
献
花
を
促
す

○
儀
じ
よ
う
隊
、
音
楽
隊
移
動
開
始

○
朝
倉
係
員
は
、
葬
儀
委
員
長
、
御
遺

族
等
の
移
動
を
確
認
し
た
上
で
、
司
会
に

合
図

○
枢
車
等
整
列
開
始

○
１
階
席
献
花

○
２
階
席
献
花

○
３
階
席
献
花

進

行

映
像

島
田
（
適
宜
放
送
）

「
引
き
続
き
、
１
階
席
、
２
階
席
の
皆
様
の
献
花
を

行
っ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
２
階
席
の
皆
様
は
１
階
席
の
方
々
の

献
花
に
引
き
続
き
御
案
内
い
た
し
ま
す
の
で
、

も
う
し
ば
ら
く
お
待
ち
願
い
ま
す
。
順
次
係
員
の
案
内
に

従
っ
て
お
進
み
く
だ
さ
い
。
」

適
宜
放
送
』

（
朝
倉
係
員
の
合
図
に
よ
り
） コ

リ
ハ
ン
ト
ー
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「
お
近
く
の
係
員
が
御
案
内
申
し
上
げ
る
ま
で
は
、

い
ま
し
ば
ら
く
お
待
ち
い
た
だ
き
ま
す
よ
う

お
願
い
い
た
し
ま
す
。
」



｜時間Ⅳ時妬分

○
岡
田
係
員
は
外
の
儀
じ
よ
う
隊
、
葬

列
の
準
備
完
了
を
確
認
後
、
渡
邉
係
員

に
連
絡

○
連
絡
を
受
け
た
渡
邉
係
員
は
、
朝
倉

係
員
に
連
絡

○
連
絡
を
受
け
た
朝
倉
係
員
は
、
司
会

が
司
会
台
に
戻
っ
て
い
る
の
を
確
認
の
う

え
、
司
会
に
合
図

○
渡
邊
係
員
は
、
葬
儀
委
員
長
等
が
所

定
の
位
置
に
つ
い
た
ら
、
音
楽
隊
に
奏
楽

中
断
の
合
図

■
奏
楽
中
断

○
奏
楽
中
断
後
、
枢
警
衛
隊
員
が
御
遺

骨
を
式
壇
安
置
所
に
取
り
に
行
く
。

「
御
遺
骨
退
場
』

○
御
遺
骨
は
、
葬
儀
場
御
到
着
と
は
逆

の
順
序
で
、
葬
儀
委
員
長
を
経
て
、
喪
主

に
手
渡
さ
れ
、
葬
列
を
整
え
正
面
入
り

口
に
至
る

○
葬
儀
委
員
長
等
の
移
動
と
同
時
に
と

列
隊
入
場

○
献
花
終
了

進
行

御
遺
骨
退
場

映
像

一
（
朝
倉
係
員
の
合
図
に
よ
り
）

島
田
「
こ
れ
よ
り
、
御
遺
骨
は
当
葬
儀
場
を
出
発
し
、

M弓

御
自
宅
に
向
か
わ
れ
ま
す
。

葬
儀
委
員
長
、
御
遺
族
の
皆
様
、
葬
儀
副
委
員
長
、

葬
儀
委
員
の
皆
様
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、

御
移
動
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。
」

コ
メ
ン
ｋ
‐

55

奏
楽
中
断



｜
時
間
Ｉ

Ⅳ
時
崎
分

［
御
遺
骨
退
場
］

■
場
内
で
の
儀
式
約
５
分

○
枢
警
衛
隊
員
が
御
遺
骨
を
式
壇
安
置
所
か

ら
降
ろ
す
。

○
枢
警
衛
隊
員
か
ら
御
遺
骨
を
受
け
取
っ
た

儀
じ
よ
う
隊
長
か
ら
、
総
理
が
御
遺
骨
を
受
け

取
り
、
喪
主
に
渡
す
。

■
御
遺
骨
（
枢
車
）
葬
儀
場
出
発

葬
儀
委
員
長
、
葬
儀
副
委
員
長
、
葬
儀
委

員
、
葬
儀
実
行
幹
事
は
正
面
玄
関
に
て
お

見
送
り
す
る

（
お
見
送
り
後
、
岸
田
葬
儀
委
員
長
、
喪
主

葬
儀
副
委
員
長
会
場
出
発
）

場
外

■
御
遺
骨
が
正
面
玄
関
に
差
し
か
か
る
こ
ろ

ま
で
奏
楽
を
演
奏

（
儀
じ
よ
う
隊
長
始
動
） 進

行

映
催

M

○
御
遺
骨
退
壇

○
と
列
隊
敬
礼

（
儀
じ
よ
う
隊
長
始
動
を
確
認
し
て
演
奏
開
始
）

コ
メ
ン
ト

※
無
断
転
用
を
禁
ず
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奏
楽

■
奏
楽

・
菅
野
よ
う
こ
作
曲
「
花
は
咲
く
」

海
上
自
衛
隊
東
京
音
楽
隊

場
外

■
儀
じ
よ
う
隊

奏
楽
．
須
摩
洋
朔
作
曲
「
悲
し
み
の
譜
」

陸
上
自
衛
隊
中
央
音
楽
隊


